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現在．Ｉ|咽でも発達障害に関する特別支援教育の必要があると考えられる。しかし．災い教育

の歴史を持つIl1lKlにおいて，現実の教育は個々の子どものニーズに応えるというより．符珊主義

的な傾向にあると耐える。学校教育は子どもの発達的な個人差を無視して集、教育を進め．発達

障害をもつrどもやその保護肴たちへの支援が進まず，彼らに対する政府からの公的サポートが

かなり遅れている。この1mで日本の取組は進んでおり、現在学校で椛進している特別支援敬育は．

｢|刈材施教，肢体放火」（子どもの特徴にふさわしい教育を施し，子ども本人の能力による述成を

尚める）という敬育の'１棟に近づいている。本論考では，発達障害への対応や支援について，’'１

世Iと１１本のｆｉ児文化小児医撫、学校教育の現状，保護者・学校・関係機関の辿挑を比岐し，’'１

国における今後の発述陳謝に関する特別支援教育の取組の推進について砦察した。

キーワード：特別支援教育．中国，ロ本，発達障害，育児文化，学校教育

１はじめに

障害については，世界保健機関（ＷＨＯ）が国

際障害分矧で，機能・形態障害（impairment)，

能力障害（disability)，社会的不利（handicap）の

３つの次元に分けている。これらの障害は発達段

階の子どもについては．できるだけ早く発見し，

有効な治療を受けながら，その障害者個人の能力

を最大限に伸ばして，生きがいのある人生を送れ

るようにすることが本人，保護晋また社会の望

むことである。

今日の発達隙祥学と咲学の研究からは，子ども

が持つ発達障害をなるべく早い時期に発見し，そ

して適切な治療と援助および相応しい教介を授け

れば，その障害による身体と桁神1mへの影智は小

さくなることが認められているが．発達障害はす

ぐに発見できるものではない。特に乳幼児期は発

達障害と分かりにくく，貴亜な治撫のチャンスを

逃してしまい，その後．本人及び家族の亜い負担

になることがある。人1-1が多く，一般ＩＨＩ比の経済

力があまり高くない中同にとって，’１本のやり方

を参考にして，日本のよいところを''''1ilの実情に

合わせながら進めるべきである。ただし，’11111は

社会事情が異なるので，’1本のやり方をそのまま
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適用するのは適切でない。そこで以ﾄｰ、発達障害

への対応についての行政システム．育児文化，小

児医撫学校教育での取組．関係者の連携の観点

から．ll1ljlilの述いに無点を当てて発達障害児対象

の特別支援教fiFについて比較して検討する。

２発達障害への対応についての両国の行政

システムの実情

１１本では地方''1治体の関係部署や医療関係者な

どの述挑によって，子どもは川生後，新生児健診

を産鮒人科で受け．その後４か月．１歳半，３歳

まで３１'１１の無料健診を受けるようになっている。

また新生児時期には保随師により，２～３回ほど

新生児のための家庭訪問も行われているｃ４か月

以降の健診においては，子どもの健康を中心とし

て助産師，保馳師，栄養士．小児科医など各分野

の専門家が11分にIlUわる領域からサービスを提供

している。これらの専門家はいずれも，精神向と

身体の発達についての最新の知織と技術を生かし

て健診に従‘lＩしている。ただし，高度な知識と技

術を持つ1Ｗ11家であっても，他の領域については

知搬が不足することがあるようである。例えば．

小児利恢とのIIli接で．小児他診の机当者が内科医

の場合．ｒどもの発述についての新しい知識と情

報は'一分ではなく，発達障害を見つけるのが困難

なことがあるという,ii1iを聞いた。特に，子どもの

もつ障桝が境界緬域にあれば，見過ごされる危険

性が商い。すると，治撫までの貴重な時間を失っ

てしまうnJ能性がある。これは．今後の日本の関

係者が取組まなければならない課題であると考え

られる。

中国では、子どもの健康のための政府の関係部

門と医擦機関および教育機関の連携がまだ始まっ

ていない。子ども対象の健康保険も不十分であり，

保健や揃気にかかる費用はほとんど個人負担になっ

ているｃ政府から子どもの健康のために乳幼児健

診を受けるよう勧められ，専門的な「婦幼保健院」

と呼ばれる機関でAV門職によって他診を受けるこ

とができるが，打料である（高橋・子・呂，2008)。

また．新ﾉk児家腿仙間というサービスがあっても，

担当群が医擦関係汁ではなく非専門家の補助貝で，

医学と発達についての知織を持っていないため、

そのiiljlIlIは形だけで，他服を'､]:るという意味では

ほとんど機能していない。n本のような多部門の

専'''1家の述柵による体ﾙﾘまでには，中匹Iはまだ長

い道のりが必喫であると予想される｡その理由と

して，多くのlliI比が腿業と牧畜中心の，経済力が

低い所に住んでいて，そういう地域の「婦幼保健

院」職貝の専門性が低いことがあげられる。また

全国的に見て．「姉幼保仙院」鞭ｕは保健系と医

療系に分かれているが，乳幼児仙抄を担当する保

健系職貝は医学の知拙に乏しく，また医療系職員

も発達心理学や牧育学の知搬が|･分ではないため

である。近年，Ｉ|'IKlでも発逮障仰荷が叩えている

と言われており．｜災師の発達障桝に関する専門性

の向上が求められている。

なお，単に関係新の卯'''１性だけでなく、同の人

口問題への取組や制度の述いも碁噸する必要があ

ると考えられる。すなわち，人11問題については，

中国は人口増加を抑制する努力をしているが，日

本は人口減少を止めるように工夫している。これ

が，子どもの健康や教育に対する両国の姿勢や取

組の違いに反映している可能性がある。よって，

中国が日本の子どもについての健康，保健，福祉

の取組を参考にするとき，取組の行景の連いを認

識する必要がある。形式だけを学んでもあまり意

味はないと考えられる。

また．国の制度の速いについては、１１本は民主

主義国家で高度に制皮化が進んでいて，全てのこ

とが法律に基づいて実施される傾向にある。しか

し，中国は法律や制庇があっても，実際には役人

や責任群の個人的な判断や好みによって政紫が実

行されることがあるため，ｒ･どもの発進隙祥の予

防や特別教育支援などには全く関心がないことが

ある。こうした問題を克服する必要がある。

３子どもの発達障害に関する保護者の気づ

きの違い

中同の自閉症の発見と発達支援に関する高橋・

子・呂（2008）の研究によると．日本の重度の発

達障害児はＩＩＩｕより早く発見されるが，発達障害

の症状について子どもの「社会性」と「適応行動」

次元では，中同の母親の方が日本の母親より早く

気づきやすいことが報告されている。一般的に日

本の母親の学歴は『IIIIilの吐親より尚く．子育ての

経験が少なくても，公的及び民I川の行児関係機関

からサポートを受けることができる。また，親自

身がインターネットやマスコミあるいは書籍から

育児知識を簡単に手に入れて、｜，|分の育児行動に

活かすことができる。

また，日本の母親の子どもの将来に対する期待

はあまり高くなく、本人が好きなことをして生き

ていけばよいと考えるのがi1fjInである。わが子が

他人の子ども以上に社会的成功を収めることにつ

いて，中肺|ほどは期待していない。そうなるとI｛

本の親は子どもへの関心が薄くて．子どもの発達
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と勉強についての興味が中国の親ほど強くないた

め，軽度の発達障害を見逃す可能性が出てくる。

また，日本では小学校段階では子どもの学習成績

にはあまり関心が高くなく，むしろ学校は楽しけ

ればとよいと考え，高学年になるまで障害に気づ

かないかもしれない。

最近．Ｒ本では父親が育児に参加するための有

給休暇制度が始まり，また子どもの健康を守るた

めの母子手帳だけでなく、父子手帳を作られてい

る。父親が積極的に育児に参加するようになり，

父親の子育てでの役割がだんだん里視されるよう

になってきた。この傾向は，子どもの発達障害の

発見と治療に役立つかもしれない．

中国の実情は'二1本とはかなり異なっている。若

い母親の学歴は比較的低いが，子育てについてサ

ポートを提供してくれるのは自分の母親とか夫の

母親である｡どの家庭でも子どもを生むのはとて

も大事なこととされ，祖父母は必ず親子にいろい

ろな世話をしようとする。極端な例をあげれば，

ある母親は出産直後に乳児を祖母が抱き去って，

全ての世話をするチャンスを母親から奪わってし

まい，抱くこともできないようになったため，母

親が心身障害に陥ってしまった例がある。また，

中国では一人っ子のために母親が子どもに自分の

将来を託し，それが実現するまで一生懸命勉強さ

せていく。そして，いつもわが子のことを他の子

どもと比較しながら子育てをしている。子どもは

何でも優秀でなければならず，できなかったり失

敗した場合は厳しく体罰を受けることもある。母

親の体罰で死亡したケースが時々噂される。この

ように，中国の親は子どもの成長を蕊視し他の子

どもと比較するので，子どもの社会性と適応行動

に関して発達障害を見つけやすい面もある。ただ

し、軽度の発達障害についてはあまり気づかずに

そのまま放置している。これは，母親が子どもの

発達に関心かないからではなく，やはり親の頭の

中に軽度の発達障害という概念がないからである｡

もし，中国の親，小児科医，幼児教育関係者及び

小学校教師らが少しでも発達障害について学んで

いれば，子どもは学校や家庭でもっと適応状態が

よくなるだろう。

以上，中国の育児環境を改群するのは相当難し

いかもしれないが，政府よりも研究者が努力でき

る部分がある。育児態度の過度に偏った面につい

て指摘をしたり，発達障害について正しい知識を

教えたりするために，政府の政策動向に影響を与

えることができるようになる必要がある。

４障害の予防における小児科医の役割と責任

初めは健常児であったのに．病気治療のための

投薬によって障害をもつことがある｡例えば妊娠

中の母親が飲んだ薬（サリドマイド）によって，

障害をもった子どもが生まれたり．ストレプトマ

イシンを投与された子どもが難聴になる場合など

で，こうした医療行為によって生じる障害に注意

しなければならない。科学技術の進歩によって．

現代の小児医療現場では医薬姑（中国では，化学

合成による医薬品を“西薬，，と呼ぶ）をよく使用

する。医薬品メーカーは新薬の開発に努力してお

り．それらの新薬は治療に大きく貢献している一

方．副作用によって悲惨な医療事故を起こす例も

ある。再発を防ぐために，日本を含め各同では薬

の使用に関して規制が設けられている．日本の小

児科医師たちはその決まりをきちんと守り，薬に

よる障害を最大限に予防するよう努力している。

一方，中国は世界でも抗生物質の濫用が目立つ

国の一つで，子どもへの過剰な投与や乳牛を介し

て薬IIiI成分が含まれたベビーフードによる障害が

度々見られる。この現象は中国文化に深く関係か

あり，それが中国の医師の価値観と病気に対する

考え方に影響していると考えられる。

中国では日々の複雑で微妙な人間関係を維持す

るとき，何についても「適当（いい加減)」にす

るのがただ唯一の標準である（梁．1921)。医療

現場でも，医師は患者がどんな症状であっても、

その症状の原因を探求しようと思わず，対症療法

的にすぐにその症状にだけ合う薬を出して済ませ

ようとする。また．今の中国は社会発展が進み経

済力が急速に上がるにつれて，普遍的な価値観が

変わってきている。少なくない医師が患者のこと

，を考えず，自分の利益のために，投薬だけを考え

るようになっている。よって中国の‐部の小児科

医は子どもの健康を守ることかできず、逆に治療

によって障害を生じるようなケースも起きている

（李，2006)。こうした問題を解決するには．中国

の医師を養成する時，法律順守の精神と倫理性の

向上および患者の人権尊重の態度を養うほかに解

決の道はない。また，先のベピーフードのように，

子どもの食品安全の問題や環境汚染問題にも迫ら

れている。以上のような薬の濫用と食品の危険性

によって生じた子どもの障害問題は，中国では日

本よりはるかに深刻である。

障害の中でも発達障害については，その治療薬

はほとんど外IRIから取り入れたものである。しか

し，第一著者は巾国では伝統的な漢方医学が発達

障害の治療において必ず好ましい結果を得ること
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ができると信じている。ただし治療に際しては，

日本のように医者，保護者そして学校の教師の間

の連携によって実施し、また研究者がサポートす

る必要がある。中国の発達障害春にとって，漢方

治療のほうが副作用が少なく，コストの面でも負

担が少ないと予想される。漢方で治療をするとき

の方法と薬または技法については，今後の課題と

して研究を進めるつもりである。

５学校における特別支援教育

中同では，発達障害以外の障害者については，

聴覚・視覚障害荷に対する専門学校が国からの経

費で開設・運営され，子ども個人の能力と興味に

合わせて，将来に向けて自分の力で生きていける

ように育てられている”これらの障害者は法律で

障害者として認められ、彼らの利益は守られてい

る。しかしながら，自閉症・高機能広汎性発達障

害・ＬＤ・ＡＤＨＤ等の発達障害は，教育現場で

はまだほとんど対応できていない。

日本では，一般的に学級の子どもの人数は40人

が上限で，もう一人子どもが増えると２つのクラ

スに分けて教育活動を行う。また．普通のクラス

で発達障害をもつ子どもがいれば．学校側がその

子どもに個別の特別支援教育を行うやり方が普及

してきている。その場合，日常の学校生活を替迩

のクラスで送りながら，特別な支援を個別に受け

ることができる。また，福岡教育大学の教職大学

院の授業で紹介された特別支援教育を推進してい

る小学校の実践例によると，日常のクラスの巾で

も，発達障害の子どもを念頭において，学習環境

作りを工夫している。例えば注意を集中できない

子どものために黒板の周りの余計な掲示物をなく

したり，机の横の物かけに学習用具の入った袋な

どを置かないようにして，後ろの子どもにできる

だけ刺激物を見せないようにしている。生活習慣

についても，傘の立て方や靴の置き方などを写真

で示して，健常児を含めて全般的に特別支援教育

の視点から日常の指導を行っている。学習発表会

を参観する機会があった県立の特別支援学校では，

１クラスの子どもの人数は最大６人編成で，教師

が子どもの実情を把握して，子どものニーズに合

わせて特別支援教育を行っていた。

中国では，小中学校も担任教師を親が選択でき

ることがある。そのため，クラスの人数が決まっ

ていても．人気のある担任のクラスはいつも人数

か制限を超えていて，教師の仕事の負担が重くなっ

ている。多い場合は１クラス70人に達することも

ある。発達的に何らかの問題のある子どもがいて，

教師が特別に支援をする必要があると分かってい

ても，今の学校の実情と教育制度のどちらから言っ

ても，学校や教師が特別支援教育を提供できる可

能性は低い。むしろ，発達障害のある子どもがほ

かの子どもにいじめられる可能性が高く，適応上

の問題が進む危険性がある。また，今の中同の学

校教育は成績重視の教育なので．子どもがテスト

で良い点数を取れば，それ以外にはあまり関心を

lfIjけない。Ｈ本のような特別支援学校や特別支援

学級を設置することなく，普通のクラスでも特別

支援教育を実施しないままである。

特別支援教育を担当する教職員については，日

本では発達障害やその疑いのある子どもかいると，

学校が市町村教育委員会へ報告して，教育委員会

から特別支援教育を担当する教師や補助貝などが

派遣され，特別支援教育を支えている。また’１~｜

本の特別支援教育を担当する教師の中には，特別

な訓練を受け、尚度の専門性や技術と知識を持つ

者がいる、日本の教育関係の大学では特別支援教

育教貝養成のコースが設置され，大学の専門家に

よって特別支援教育の質の向上が図られている

(納轡，2010)。

しかし，’'１国ではどの地域でも，一般的な学校

では特別支援教,育を担当する教師はほとんどいな

い。発達障害児のための専門的な教員養成コース

も開設されていない。教育関係の大学や研究所な

どでは，発達障害に関わる専門家がＨ本よりかな

り乏しい状況である．つまり，特別支援教育の教

員養成について．中国はまだその必要性に気がつ

いておらず，人材が不足していると言える｡

６特別支援教育における専門家と保護者及

び教師との連携

第一著者が今回の滞在の初期に，ある発達障

害群支援センターで行われた発達障害昔の保謹者

の集会に参加する機会があった．活動の中である

保護者が専門家に「先生、うちの子どもが怒ると

私を殴ります。どうすればいいでしょうか？」と

尋ねた。これは，その子どもが自分の不満や怒り

を母親に対して暴力の形で表すということである。

第１著者がその話を聞いたときには，初めそれは

保護者のしつけの問題ではないかと思った｡しか

し，研究を進めるにつれて，発達障害のある子ど

もは自分の気持ちの表し方や他人の感情などを理

解する時．健常児とは異なることが分かった。子

どもの保護群に対する暴力は，決してしつけの問

題として片付けるべきではなく，脳の働きつまり

子どもの脳の皮質の機能の異常による問題である
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ということである。もしそうした知拙がないまま，

元の立jﾘﾙから相変わらず了どものしつけの問題と

して片付けていると，非常に危険なことであった。

１１本では．発達障害を持つ子どもおよび保護者

に対して，地域の公的療育機関，教fr機IMI，民間

の組織や研究機関などが多様な支援をして援助し

ている。まず，子どもの学習面を中心に，幼稚園・

小学校・中学校間が連携を取って特別支援教育を

行うよう努力が進められている。そしてきらに．

学校と保護肴が学校以外の関連機関とも述挑を取っ

て取組を進めようとしている-；

また地方自治体としては，発達陳併粁と保,仏昔

たちのニーズに応じて．尊''ﾘ家を招待して1洲11文

hIi教育の研究成果を地域の関係荷と保縦荷たちに

伝えたり，助言をしたりしている。また，保獲者

が何か困ることがあったら，竃話やインターネッ

トで必要な悩報を得て，自分のニーズを満たすこ

とができる。さらに保護者に対しては，特別支援

数fifでの個人負担の費用が家庭の生活に支障を与

えないように．経済的支援もあるようである。研

究打である専門家も，研究室だけではなく特別支

援教育現場に出て．研究成果を教fj;臨床現場に活

かして．さらに研究を進めている。

IlIlKIでは．こうした例は１１本より少ない。発達

|恥Ifのある子どもの学校でのＨ々 の唯iI1iは，ｉ1本

の1fどものように楽しくはないと考えられる。ま

ず，教師や医師は子どもに対する発進的，医学的

及び教育的立場からの支援に砿なりがあるという

耶爽は忍めているが異なる分野のことを勉強し

ようという者は少ない。また教師について言えば，

実際の学校現場での子どもに対する教育は．支援

というよりも管理的な雰間気が強いのが現状であ

る。学校の校長などの管理職も，発述|職ifのある

子どもと保渡春に対する特別な支援の必要性はほ

とんど脇識していないことが多い。

つまり，’'1凶では保護者であれ学校の教師であ

れ．頭の中に発達障害という概念もないまま，子

どもを育てたl)教えている。子どもが学校の勉強

がうまく出来ない場合，まず子どもが発達上の問

題があるかもしれないとは考えず，必ず子どもを

厳しく非難する。これは中同の育児文化の一部と

して，社会的に認められていると耐える。１１１国の

学校における数多くの発達障害をもつイどものた

めに，’1本のような個別の特別支援教育を''１回に

も早く導入しなければならない。

鋪ｌ桝荷が11本での研究を終え，イI総する大学

に暁ってしばらくしてのことである。ある女子学

生が適応障害になり，学校からいなくなって，真

冬の山の中で２１|｜|に兄つかるという半件が発生

した。行方不明になったとき．大学の管理者と多

くの友人たちが拙索にあたり，多くの人に大変迷

惑を掛けてしまった。’''二件後、第１著者が大学か

らの指示で心即柑i隣を行い，その大学生について，

｢日常生活で，勉強および人間関係について全般

的な心理的サポートが必要であり．特に周朋の友

人からの適切な支援を要する｡」との報告を行っ

た。ところが火学としての措置は，大学と周囲に

迷惑を掛けたというjUMlllで，その学生を休学か退

学にするつもりであるという話であった。結局，

その学生は統合失捌症との理由で休学させること

になった。

この覗件からわかるように，１１１国の学校の管１１１１

肴には，今後．ｆどもや学習者を第１に考えると

いう姿勢とそのための心理学の知識が必要である。

中同では，学校であれ政府の教育行政部門であれ，

権限のある者が，発進障害を十分に理解していな

ければ特別支援教育という活動は到底進められな

い。この論文を特き終えるにあたり，学校にいる

発達障害を持つrどものことが耳に入ってくる度

に，第１著荷は悔しい気持ちで心か痛む思いで

ある。

管理者だけでなく，特別支援教育の専門家の現

状もあまりよくない。中lKIでは心理学と発達障祥

学の知識を持つ汁は研究所と大学にいて，これら

の専門家は論文をj11Fいたり、大学で研究をするほ

かには，ほとんど社会貞献のサービスを提供して

いない。一方，発達障害を持つ子どもと保護肴の

数は増大しているように思える。今後，専門家が

研究室から出て，社会の資源として十分に利用さ

れる必要がある。

７まとめと今後の課題

すでに述べたように，’1本の特別支援教育活動

は１０年間にわたって維験の蓄積があり、多くの成

果が得られつつある。しかし，中国の特別支援数

育活動はまだ進んでいないままである。学校で子

どもたちを一斉に勉強させているため，発達障害

のある子どもたちは苦しい状態になってしまう。

この状況を改善するのは決して簡単なことではな

く，それは同の政簸の動lfIjから、教育行政部門．

保健術生行政部''１１．また社会保険，福祉などの領

域の間の述挑と、各ｌＷＩｌ家の努力によって一歩一

歩進めるしかない，｜|本の経験を｜分理解して，

中国の実↑IIiに合わせるように［夫して導入するこ

と，また蒋別支援教育の一部として，医学的治療

について中脚の伝統的な漢方の有効性を検討する
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ことが，中国における今後の第１著者の課題であ

る。それによって，発達障害の早期発見と，より

効果的な治療の推進を行いたい。
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